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添付法令資料 1： 
 

モロッコにおける使用済み油の収集、輸送及び取扱いに係る 
2011 年 9 月 6 日付政令第 2-09-85 号（目次） 

 
 
第 1 章  総則（第 1 条～第 3 条） 
第 2 章  使用済み油の収集及び輸送（第 4 条～第 15 条） 
第 1 節 輸送前の貯蔵（第 4 条～第 5 条） 
第 2 節 使用済み油の収集及び輸送の許可（第 6 条） 
第 3 節 使用済み油の収集及び輸送の方法（第 7 条～第 15 条） 

第 3 章  使用済み油の取扱い（第 16 条～第 22 条） 
第 1 節 使用済み油の取扱施設の設置許可に関する規定（第 16 条～第 19 条） 
第 2 節 雑則（第 20 条～第 22 条） 

 
 
 
添付法令資料 2： 
 

韓国農水産物品質管理法（目次） 
2017 年 4 月 18 日法律第 14771 号により一部改正 2018 年 4 月 19 日施行 

 
 

第 1 章  総則（第 1 条ないし第 4 条） 
第 2 章  農水産物の標準規格及び品質管理（第 5 条ないし第 31 条） 
第 3 章  地理的表示（第 32 条ないし第 55 条） 
第 4 章  遺伝子変形農水産物の表示（第 56 条ないし第 59 条） 
第 5 章  農水産物の安全性調査等（第 60 条ないし第 68 条） 
第 6 章  指定海域の指定及び生産・加工施設の登録・管理（第 69 条ないし第 78

条） 
第 7 章  農水産物等の検査及び検定（第 79 条ないし第 102 条） 
第 8 章  補則（第 103 条ないし第 116 条） 
第 9 章  罰則（第 117 条ないし第 123 条） 
附則 
 
 
  



 

2 
 

添付法令資料 3： 
 

国家公務に関する 2002 年 6 月 28 日付モンゴル国法律（目次） 
2016 年最終改正 

 
 
第 1 章  総則（第 1 条ないし第 4 条） 
第 2 章  国家公務職位（第 5 条ないし第 10 条） 
第 3 章  国家公務員（第 11 条ないし第 15 条） 
第 4 章  正職国家公務職位に従事する要件及び手続（第 16 条ないし第 26 条） 
第 5 章  国家公務員の業務に係る条件及び保障（第 27 条ないし第 32 条） 
第 6 章  国家公務の指導管理及び組織（第 33 条ないし第 39 条） 
第 7 章  その他の規定（第 40 条ないし第 41 条） 
 
 
添付法令資料 4： 
 

患者安全に関する 2017 年 2 月 5 日付インドネシア共和国保健大臣規則 No.11 
（目次） 

同月 20 日施行 
 
 

第 1 章  総則（第 1 条及び第 2 条） 
第 2 章  国家患者安全委員会（第 3 条及び第 4 条） 
第 3 章  患者安全の実現 
 第 1 節  患者安全に係る基準、7 つの段階及び目標（第 5 条ないし第 13 条） 
 第 2 節  事故 
  第 1 款  総則（第 14 条） 
  第 2 款  事故の取扱い（第 15 条ないし第 21 条） 
第 4 章  広範な影響を有する／国家的なセンチネル・イベントの取扱い 
 第 1 節  総則（第 22 条及び第 23 条） 
 第 2 節  調査（第 24 条ないし第 28 条） 
 第 3 節  調査結果の報告（第 29 条ないし第 32 条） 
第 5 章  指導及び監督（第 33 条及び第 34 条） 
第 6 章  経過規定（第 35 条） 
第 7 章  終則（第 36 条及び第 37 条） 
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添付法令資料 5： 
 
ベトナム情報通信省の国境を越えた公開情報提供に関する詳細を定める通知（目次） 

2016 年 12 月 26 日付第 38/2016/TT-BTTTT 号通知／17.02.15 施行 
 
 

第 1 条  調整範囲及び適用対象 
第 2 条  総則 
第 3 条  国境を越えて公開情報を提供する外国の組織及び個人の責任 
第 4 条  情報及び通報方式 
第 5 条  オンライン違反情報処理協力の原則、措置及びメカニズム 
第 6 条  ベトナムにおける通信企業及びデジタル情報保管場所の賃貸企業の権利

及び責任 
第 7 条  ベトナムにおける使用者の権利及び責任 
第 8 条  施行効力 
 


